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軽油委託販売契約書 

 

 
（特別徴収義務者、以下「甲」という。）と 

（販売業者、以下「乙」という。）とは、下記のとおり軽油の販売委託契約を締結する。  

 
記 

 
第１条 乙は月間およそ       ｋℓを販売する。 

 
第２条 乙は平成 年 月から乙に引渡しがあった軽油の分量については、甲が別に定め

る価格（軽油引取税抜き）以上で販売するものとする。 

 
第３条 上記指定価格以上の販売差益（軽油引取税相当分を除く。）は、手数料として甲か

ら乙に支払われたものとみなす。もし、指定価格以下で販売するときは、予め甲の

承諾を得なければならない。甲の承諾なくして販売した場合の指定価格との差は乙

の負担とし、甲は負担しない。 

 
第４条 乙の販売数量に甲の指定価格を乗じた金額を委託販売代金として乙は甲に支払う。

 
第５条 乙は指定価格に消費税と地方消費税に相当する額の合計額と軽油引取税相当額等

を委託販売価格に上乗せして甲に支払う。支払期日は別途甲・乙で協議する。 

 
第６条 乙は甲に対し、乙の販売数量、手数料相当額等を記載した委託販売報告書を一定

期間ごとに送付するものとする。 

 
第７条 契約更新期間において、乙に売り残り製品（軽油）が生じたときは、乙の求めが

あれば甲は引取るものとする。 

 
第８条 その他この契約の実行に当たり疑義のあるものは、甲・乙随時協議の上定めるも

のとする。  

 
平成  年  月  日 

甲 

 

 
乙 

印 紙  


